
国
土
交
通
省
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
二
十
年
四
月
二
十
四
日

参

議

院

国

土

交

通

委

員

会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
遺
憾
な
き
を
期
す
べ
き
で
あ

る
。

一
、
観
光
庁
は
、
行
政
改
革
の
趣
旨
を
踏
ま
え
効
率
的
な
施
策
の
推
進
及
び
組
織
運
営
を
行
う
こ
と
。

二
、
観
光
庁
は
、
観
光
立
国
の
早
期
実
現
に
向
け
、
内
外
の
観
光
ニ
ー
ズ
を
適
確
に
把
握
す
る
た
め
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
、
専

門
性
や
経
験
を
有
す
る
人
材
の
民
間
か
ら
の
積
極
的
な
登
用
に
努
め
る
ほ
か
、
特
に
、
外
国
人
旅
行
者
増
大
の
ボ
ト
ル
ネ

ッ
ク
と
さ
れ
て
い
る
交
通
サ
ー
ビ
ス
、
旅
行
者
の
受
入
態
勢
、
情
報
提
供
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
早
急
に
具
体
的
な
改
善

措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三
、
船
員
労
働
委
員
会
の
廃
止
が
船
員
労
働
行
政
の
後
退
に
つ
な
が
る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
所
掌
事
務
の

移
管
に
当
た
っ
て
は
、
都
道
府
県
労
働
委
員
会
へ
の
円
滑
な
移
管
に
十
分
に
配
慮
し
、
紛
争
事
務
の
遂
行
に
支
障
が
生
ず

る
こ
と
の
な
い
よ
う
万
全
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。



四
、
運
輸
安
全
委
員
会
は
、
本
法
改
正
の
趣
旨
に
則
り
、
独
立
性
を
確
保
し
、
公
正
中
立
な
立
場
で
適
確
に
事
故
調
査
を
行
う

こ
と
。
こ
の
た
め
、
運
輸
安
全
委
員
会
の
委
員
長
・
委
員
に
つ
い
て
は
、
専
門
性
、
中
立
性
及
び
独
立
性
の
観
点
か
ら
、

適
切
な
人
材
を
選
任
す
る
こ
と
。
ま
た
、
事
務
局
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
適
正
な
人
員
の
配
置
を
行
い
、
十
分
な
予
算
を

確
保
す
る
と
と
も
に
、
調
査
結
果
の
蓄
積
・
活
用
等
、
事
故
の
未
然
・
再
発
防
止
に
寄
与
す
る
体
制
を
整
備
す
る
よ
う
努

め
る
こ
と
。

五
、
運
輸
安
全
委
員
会
と
捜
査
機
関
は
国
際
民
間
航
空
条
約
等
の
趣
旨
を
尊
重
し
、
事
故
調
査
と
犯
罪
捜
査
の
そ
れ
ぞ
れ
が
適

確
に
遂
行
さ
れ
る
よ
う
、
適
切
な
協
力
、
役
割
分
担
の
関
係
構
築
に
努
め
る
こ
と
。

六
、
航
空
事
故
、
鉄
道
事
故
又
は
船
舶
事
故
の
被
害
者
等
に
対
す
る
支
援
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
こ
れ
ま
で
の
事
故
に
関
す

る
経
験
や
知
見
を
活
か
し
、
関
係
行
政
機
関
等
の
密
接
な
連
携
の
下
、
総
合
的
な
施
策
の
推
進
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を

検
討
す
る
こ
と
。

七
、
海
難
審
判
制
度
の
運
用
に
関
し
て
は
、
そ
の
沿
革
に
か
ん
が
み
、
受
審
人
の
権
利
の
保
護
に
万
全
を
期
す
と
と
も
に
、
国

際
的
動
向
を
踏
ま
え
、
本
法
改
正
の
趣
旨
に
則
り
、
海
難
の
原
因
究
明
と
懲
戒
が
明
確
に
分
離
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
。



八
、
本
法
の
施
行
後
五
年
経
過
後
に
お
い
て
、
運
輸
安
全
委
員
会
設
置
法
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
既
存
の
自
動
車
事
故
の

調
査
、
分
析
、
研
究
体
制
を
見
直
し
て
業
務
範
囲
に
自
動
車
事
故
を
加
え
る
こ
と
な
ど
、
運
輸
安
全
委
員
会
の
在
り
方
に

つ
い
て
十
分
な
検
討
を
行
う
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


